
➢ ICT技術を活用し、地域の公共施設や市役所本庁等どこに行っても可能な限り移動することなく、
１ヶ所であらゆる手続・相談ができる窓口機能を整備する

・オンライン申請等のデジタル技術の進展により、本庁の窓口以外での手続が可能に
（今後もさらにオンライン化が進み、市役所以外でも市役所と同内容の手続がオンライン等で実施可能に）

✓ 市役所と同内容の手続ができるセルフ窓口ブースを市内の様々な公共施設等に設置

将来的な窓口の在り方について

✓ 相談等がある場合には、テレビ電話等を活用したリモート相談窓口も設置し、本庁の各課職員と
すぐにつながれる体制を整備する。

申請はセルフ
窓口ブースで

相談はリモート
相談窓口で✓ 市の公共施設で勤務する職員や指定管理者の職員が、セルフ窓口ブース・リモート相談窓口の

使用方法などについて、利用者（市民）をフォローする。

市役所（本庁舎）

オンライン（自宅等）

市の公共施設等（市役所以外の施設）

✓ ご自身のスマホやPCで、申請手続
が可能な場合には、好きな時に好きな
場所で手続が可能なオンライン申請が
最も便利。

✓ 職員の対面で、各種手続等を実施したい方
（自宅などに環境がない方や、オンライン手続
等が不慣れな方など）

✓ オンライン対応済み手続を申請可能に
✓ 本庁職員ともテレビ電話で繋がる

小さな市役所が
各施設にも併設
されるイメージ

コロナ禍
ICTの急速
な進展

DX進展以前…
市民が窓口を歩いて回り手続

各課窓口の物理的な
集約化（施設の統合）が必要

マイナンバーカード保有率（ほぼ全市民が保有）
申請：全ての手続がオンライン化

マイナンバーカード保有率 66.9％ （R5.4末）
申請：一部の手続がオンライン化

オンライン利用環境等

オンライン
手続数

時間軸

スマートフォンの世帯所有率 90.1％ （R4.8末） スマートフォンの個人所有率 ほぼ100％

DXの進展
・オンライン手続の充実
・デジタルを活用した市民と職員・
職員間の連携が可能

いつでも（休日・閉庁時間）
どこでも（自宅・庁舎外）手続可

本庁市役所
への窓口
来庁者数

今後の窓口の変化

～市役所窓口機能の変化～ 1/2

※総務省「令和4年通信利用動向調査」

市役所と同等機能を持つデジタル市役所を各施設等へ配置することどこでもデジタル市役所
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・市民が各課窓口を回って手続

セルフ窓口

オンライン対応済の手続についてはセルフ窓口で

・総合窓口（ワンストップ手続）
・セルフ窓口（オンライン対応済の手続）の設置

自宅等で一部手続のオンライン申請がスタート

DXの推進に伴う窓口の変化

Ⅰ． 現在

ICTの
急速な進展
・リモート会議
・マイナンバーカード
の普及
・キャッシュレス決済
・オンライン
ショッピング
・テレワーク
・電子印鑑

etc…

コロナ禍

R４年 ４月～
電子申請システム運用開始

R5年 3月～
ぴったりサービス運用開始

オンライン先進国
エストニアの事例

【行政手続の99％がオンライン化済】
（婚姻・離婚・不動産取引以外はオンライン化）
出生情報を病院で登録し、出生日同日に
<住民登録><保育所入所>のオンライン申請が可能

地域各所への窓口拠点の整備

市役所各課毎の対面窓口

Ⅱ．増築棟完成時 Ⅲ. 更なる将来（あらゆる手続のオンライン化）

現在非対応

・セルフ窓口 ・相談ブース

身近な施設で手続・相談を実施（施設と本庁舎をオンラインで接続）

R5年 夏頃～
電子申請システム

キャッシュレス決済 運用開始

窓口予約システム活用
（予定）

対面相談ブースセルフ窓口

全手続がご自身のPC・スマホ等で可能に

テレビ会議システム

・市内施設にオンライン申請できるPCやセルフ窓口ブースを配置

・テレビ会議システムを利用して市内施設と市役所本庁各課をつなぐ

（※この段階ではオンライン未対応の手続は市役所で手続をする必要あり）

質問・相談はテレビ会議システムで

その他施設

公共施設

その他施設

公共施設 公共施設

総合窓口 市役所
（本庁舎）

本庁舎

市役所本庁舎

・あらゆる手続がオンラインで申請できるセルフ窓口を市内施設等に整備

・相談・質問があれば、テレビ会議システム等を活用し、どこにでも繋がれる

・市役所本庁舎ではなく、より身近な場所でほぼ全ての行政手続が可能に

病院がID登録 保護者がオンライン申請

保護者が名前登録

<住民登録>

将来的な窓口の在り方について

市役所
（本庁）

市の公共施設等
（本庁市役所以外の施設）

A

B

オンライン
(自宅等)

C

・本庁舎にない場合には、
その建物まで歩いて移動

●●課 窓口

現地

オンライン

オンラインでの申請
や相談対応 など

100％オンライン化
～いつでも・どこでも

自宅等から手続可能に～

新庁舎整備時に、
総合窓口で一本化
すべき手続について
は一本化へ。

本庁内の各課

移動又は遠隔窓口対応
本庁にない施設

遠隔窓口対応

市役所（本庁）

職員

申請処理

相談・質問
対応

市民

各施設

（自分でできる方）

（対面でのワンストップ手続）

・オンライン申請できるPCを設置したセルフ窓口

・対面相談ブースの設置

✓ あらゆる手続がオンライン化

（自分のスマホで全て完結）

✓ 身近な地域の公共施設での

窓口拠点が整備

本庁舎までわざわざ足を運ぶ
来庁者が大きく減少。
本庁舎での窓口機能は将来的
には収束をしていくと想定される。

テレビ会議
システム

公共施設等

・総合窓口の設置（ライフステージに関する複数課を回る手続や証明発行を集約）

・総合窓口、セルフ窓口で完了しない手続は各課窓口で対応

（ライフステージに関連性が薄い手続や、発生頻度が低い手続など）

・オンラインでご自身で可能な方は自宅等で、オンライン手続が不慣れな方は市役所の

総合窓口でスムーズに手続可能

～各種窓口等の今後の変遷イメージ～ ２/2

※第7回大阪ｽﾏｰﾄｼﾃｨ戦略会議資料（2020.2.10）
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